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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部走行体と、
　前記下部走行体を走行させる走行モータと、
　前記下部走行体上に旋回可能に設けられた上部旋回体と、
　前記上部旋回体を旋回させる旋回モータと、
　前記上部旋回体に左右方向に回動可能に連結されたスイングポストと、
　前記スイングポストを左右方向に回動させるスイングシリンダと、
　前記スイングポストに上下方向に回動可能に連結されたブームと、
　前記ブームに上下方向に回動可能に連結されたアームと、
　前記アームに上下方向に回動可能に連結されたアタッチメントと、
　前記ブーム、前記アーム、及び前記アタッチメントを上下方向に回動させるブームシリ
ンダ、アームシリンダ、及びアタッチメントシリンダと、
　前記走行モータへの圧油の給排を制御する走行用方向切換弁と、
　走行用レバーの操作に応じて前記走行用方向切換弁を切換える機械式の走行用操作装置
と、
　前記スイングシリンダへの圧油の給排を制御するスイング用方向切換弁と、
　スイング用ペダルの操作に応じて前記スイング用方向切換弁を切換える機械式のスイン
グ用操作装置と、
　前記ブームシリンダ、前記アームシリンダ、前記アタッチメントシリンダ、及び前記旋
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回モータへの圧油の給排をそれぞれ制御する複数の作業用方向切換弁と、
　複数の作業用レバーの操作に応じて前記複数の作業用方向切換弁をそれぞれ切換える複
数の油圧パイロット式の作業用操作装置と、
　ロック位置とロック解除位置に操作されるロックレバーと、
　前記ロックレバーがロック位置に操作された場合に、前記作業用操作装置と油圧源の間
の油路を遮断し、前記ロックレバーがロック解除位置に操作された場合に、前記作業用操
作装置と前記油圧源の間の油路を連通するロック弁と、を備えた建設機械において、
　前記ロックレバーの操作に連動して前記走行用レバー及び前記スイング用ペダルと係合
・係脱するロック機構を備え、
　前記ロック機構は、前記ロックレバーがロック位置に操作された場合に、前記走行用レ
バー及び前記スイング用ペダルに係合して前記走行用レバー及び前記スイング用ペダルを
ロック状態とし、前記ロックレバーがロック解除位置に操作された場合に、前記走行用レ
バー及び前記スイング用ペダルに係脱して前記走行用レバー及び前記スイング用ペダルを
ロック解除状態とするように構成されており、
　前記ロック機構は、前記走行用レバー及び前記スイング用ペダルにそれぞれ設けられた
複数の係合部材と、前記複数の係合部材にそれぞれ形成された複数の係合穴と、前記ロッ
クレバーにプッシュプルケーブルを介して接続された可動部材と、前記可動部材に設けら
れ、前記複数の係合穴にそれぞれ係合・係脱する複数の係合ピンと、を有することを特徴
とする建設機械。
【請求項２】
　請求項１に記載の建設機械において、
　前記アタッチメントにアクチュエータが組込まれた場合に、前記アクチュエータへの圧
油の給排を制御するオプション用方向切換弁と、
　オプション用ペダルの操作に応じて前記オプション用方向切換弁を切換える機械式のオ
プション用操作装置と、をさらに備え、
　前記ロック機構は、
　前記ロックレバーの操作に連動して前記走行用レバー、前記スイング用ペダル、及び前
記オプション用ペダルと係合・係脱しており、
　前記ロックレバーがロック位置に操作された場合に、前記走行用レバー、前記スイング
用ペダル、及び前記オプション用ペダルに係合して前記走行用レバー、前記スイング用ペ
ダル、及び前記オプション用ペダルをロック状態とし、前記ロックレバーがロック解除位
置に操作された場合に、前記走行用レバー、前記スイング用ペダル、及び前記オプション
用ペダルに係脱して前記走行用レバー、前記スイング用ペダル、及び前記オプション用ペ
ダルをロック解除状態とすることを特徴とする建設機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧ショベル等の建設機械に係わり、特に、油圧パイロット式の作業用操作
装置、機械式の走行用操作装置、及び機械式のスイング用操作装置を備えた建設機械に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　建設機械の一つである油圧ショベルは、例えば、下部走行体と、この下部走行体上に旋
回可能に設けられた上部旋回体と、この上部旋回体に左右方向に回動可能に連結されたス
イングポストと、このスイングポストに上下方向に回動可能に連結されたブームと、この
ブームに上下方向に回動可能に連結されたアームと、このアームに上下方向に回動可能に
連結されたアタッチメント（例えば標準装備のバケット）とを備えている。また、下部走
行体を走行させる走行モータと、上部旋回体を旋回させる旋回モータと、スイングポスト
を左右方向に回動させるスイングシリンダと、ブームを上下方向に回動させるブームシリ
ンダと、アームを上下方向に回動させるアームシリンダと、アタッチメントを上下方向に
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回動させるアタッチメントシリンダとを備えている。
【０００３】
　また、ブームシリンダ、アームシリンダ、アタッチメントシリンダ、及び旋回モータへ
の圧油の給排をそれぞれ制御する複数の作業用方向切換弁（詳細には、ブーム用方向切換
弁、アーム用方向切換弁、アタッチメント用方向切換弁、及び旋回用方向切換弁）と、複
数の作業用レバーの操作に応じて複数の作業用方向切換弁をそれぞれ切換える複数の作業
用操作装置とを備えている。また、走行モータへの圧油の給排を制御する走行用方向切換
弁と、走行用レバーの操作に応じて走行用方向切換弁を切換える走行用操作装置とを備え
ている。また、スイングシリンダへの圧油の給排を制御するスイング用方向切換弁と、ス
イング用ペダルの操作に応じてスイング用方向切換弁を切換えるスイング用操作装置とを
備えている。
【０００４】
　上述した操作装置には、例えば油圧パイロット式や機械式のものがあり、その誤操作を
防止するための技術が開示されている（例えば特許文献１及び２参照）。特許文献１では
、油圧パイロット式の作業用操作装置の誤操作を防止するため、ロックレバーと、このロ
ックレバーがロック位置に操作された場合に、作業用操作装置と油圧源との間の油路を遮
断するロック弁とを備えている。また、特許文献１では、機械式の走行用操作装置の誤操
作を防止するため、ロックレバーと連動するロック機構（詳細には、ロックプレート、ケ
ーブル、及びリンクで構成されたもの）を備えている。すなわち、ロックレバーがロック
位置に操作された場合に、ロックプレートが走行用レバーと係合して、走行用レバーを操
作不能としている。
【０００５】
　特許文献２では、機械式のスイング用操作装置の誤操作を防止するため、ペダルロック
装置を備えている。このペダルロック装置は、ヒンジを介して回動可能に設けられたスト
ッパ枠を有している。そして、ストッパ枠がロック位置に操作された場合に、ストッパ枠
がスイング用ペダルと係合して、スイング用ペダルを操作不能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第２５８２９３７号公報
【特許文献２】特開２００５－９７９３８号公報（図１２等参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　小型の油圧ショベルにおいては、作業用操作装置を油圧パイロット式とするものの、設
置スペースの制約等の理由から、走行用操作装置及びスイング用操作装置を機械式とする
ものがある。このような油圧ショベルに対し、特許文献1及び２に記載の誤操作防止技術
を採用すると、次のような課題が生じる。すなわち、作業用操作装置及び走行用操作装置
を操作不能（ロック）とするために、ロックレバーをロック位置に操作するだけでなく、
スイング用操作装置を操作不能とするために、ストッパ枠をロック位置に操作しなければ
ならない。そのため、運転者は、ストッパ枠の操作が煩わしいと感じるか、若しくはスト
ッパ枠の操作を忘れる可能性がある。
【０００８】
　本発明の第１の目的は、ロックレバーの操作で、作業用操作装置、走行用操作装置、及
びスイング用操作装置をロックできる建設機械を提供することにある。
【０００９】
　また、油圧ショベルでは、標準装備のアタッチメントであるバケットを、オプション装
備のアタッチメントに交換可能としている。オプション装備のアタッチメントとしては、
例えばクラッシャ（圧砕機）、ブレーカ（破砕機）、モア（草刈機）、又はオーガ（坑堀
機）のように、アクチュエータが組込まれたものがある。そのため、小型の油圧ショベル
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においては、オプション装備のアタッチメントに組込まれたアクチュエータへの圧油の給
排を制御するオプション用方向切換弁と、オプション用ペダルの操作に応じてオプション
用方向切換弁を切り換える機械式のオプション用操作装置とをさらに備えたものもある。
ここで、特許文献２では、機械式のオプション用操作装置の誤操作を防止するため、ペダ
ルロック装置を備えている。
【００１０】
　そして、上述した油圧ショベルに対し、特許文献1及び２に記載の誤操作防止技術を採
用すると、次のような課題が生じる。すなわち、作業用操作装置及び走行用操作装置を操
作不能（ロック）とするために、ロックレバーをロック位置に操作するだけでなく、スイ
ング用操作装置を操作不能とするために、対応するストッパ枠をロック位置に操作しなけ
ればならないし、オプション用操作装置を操作不能とするために、対応するストッパ枠を
ロック位置に操作しなければならない。そのため、運転者は、複数のストッパ枠の操作が
煩わしいと感じるか、若しくはストッパ枠の操作を忘れる可能性がある。
【００１１】
　本発明の第２の目的は、ロックレバーの操作で、作業用操作装置、走行用操作装置、ス
イング用操作装置、及びオプション用操作装置をロックできる建設機械を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記第１の目的を達成するために、本発明は、下部走行体と、前記下部走行体を走行さ
せる走行モータと、前記下部走行体上に旋回可能に設けられた上部旋回体と、前記上部旋
回体を旋回させる旋回モータと、前記上部旋回体に左右方向に回動可能に連結されたスイ
ングポストと、前記スイングポストを左右方向に回動させるスイングシリンダと、前記ス
イングポストに上下方向に回動可能に連結されたブームと、前記ブームに上下方向に回動
可能に連結されたアームと、前記アームに上下方向に回動可能に連結されたアタッチメン
トと、前記ブーム、前記アーム、及び前記アタッチメントを上下方向に回動させるブーム
シリンダ、アームシリンダ、及びアタッチメントシリンダと、前記走行モータへの圧油の
給排を制御する走行用方向切換弁と、走行用レバーの操作に応じて前記走行用方向切換弁
を切換える機械式の走行用操作装置と、前記スイングシリンダへの圧油の給排を制御する
スイング用方向切換弁と、スイング用ペダルの操作に応じて前記スイング用方向切換弁を
切換える機械式のスイング用操作装置と、前記ブームシリンダ、前記アームシリンダ、前
記アタッチメントシリンダ、及び前記旋回モータへの圧油の給排をそれぞれ制御する複数
の作業用方向切換弁と、複数の作業用レバーの操作に応じて前記複数の作業用方向切換弁
をそれぞれ切換える複数の油圧パイロット式の作業用操作装置と、ロック位置とロック解
除位置に操作されるロックレバーと、前記ロックレバーがロック位置に操作された場合に
、前記作業用操作装置と油圧源の間の油路を遮断し、前記ロックレバーがロック解除位置
に操作された場合に、前記作業用操作装置と前記油圧源の間の油路を連通するロック弁と
、を備えた建設機械において、前記ロックレバーの操作に連動して前記走行用レバー及び
前記スイング用ペダルと係合・係脱するロック機構を備え、前記ロック機構は、前記ロッ
クレバーがロック位置に操作された場合に、前記走行用レバー及び前記スイング用ペダル
に係合して前記走行用レバー及び前記スイング用ペダルをロック状態とし、前記ロックレ
バーがロック解除位置に操作された場合に、前記走行用レバー及び前記スイング用ペダル
に係脱して前記走行用レバー及び前記スイング用ペダルをロック解除状態とするように構
成されており、前記ロック機構は、前記走行用レバー及び前記スイング用ペダルにそれぞ
れ設けられた複数の係合部材と、前記複数の係合部材にそれぞれ形成された複数の係合穴
と、前記ロックレバーにプッシュプルケーブルを介して接続された可動部材と、前記可動
部材に設けられ、前記複数の係合穴にそれぞれ係合・係脱する複数の係合ピンと、を有す
る。
【００１３】
　また、上記第２の目的を達成するために、本発明においては、前記アタッチメントにア
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クチュエータが組込まれた場合に、前記アクチュエータへの圧油の給排を制御するオプシ
ョン用方向切換弁と、オプション用ペダルの操作に応じて前記オプション用方向切換弁を
切換える機械式のオプション用操作装置と、をさらに備え、前記ロック機構は、前記ロッ
クレバーの操作に連動して前記走行用レバー、前記スイング用ペダル、及び前記オプショ
ン用ペダルと係合・係脱しており、前記ロックレバーがロック位置に操作された場合に、
前記走行用レバー、前記スイング用ペダル、及び前記オプション用ペダルに係合して前記
走行用レバー、前記スイング用ペダル、及び前記オプション用ペダルをロック状態とし、
前記ロックレバーがロック解除位置に操作された場合に、前記走行用レバー、前記スイン
グ用ペダル、及び前記オプション用ペダルに係脱して前記走行用レバー、前記スイング用
ペダル、及び前記オプション用ペダルをロック解除状態とするように構成される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ロックレバーの操作で、作業用操作装置、走行用操作装置、及びスイ
ング用操作装置をロックできる。
【００１５】
　あるいは、本発明によれば、ロックレバーの操作で、作業用操作装置、走行用操作装置
、スイング用操作装置、及びオプション用操作装置をロックできる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態における小型の油圧ショベルの全体構造を表す左側面図
である。
【図２】図２で示された上部旋回体の構造を表す左側面図である。
【図３】図２で示された左側コンソールボックス等を右側後方から見た斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における油圧ショベルの油圧駆動装置の概要を表す油圧
回路図である。
【図５】本発明の第１の実施形態における油圧ショベルのロック機構の構成を関連部品と
共に表す斜視図であり、ロック解除状態を示す。
【図６】本発明の第１の実施形態における油圧ショベルのロック機構の構成を関連部品と
共に表す斜視図であり、ロック状態を示す。
【図７】図５中VII部の部分拡大斜視図である。
【図８】図６中VIII部の部分拡大斜視図である。
【図９】本発明の第２の実施形態における油圧ショベルの油圧駆動装置の概要を表す油圧
回路図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態における油圧ショベルのロック機構の構成を関連部品
と共に表す斜視図であり、ロック解除状態を示す。
【図１１】本発明の第２の実施形態における油圧ショベルのロック機構の構成を関連部品
と共に表す斜視図であり、ロック状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の第１の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。
【００１８】
　図１は、本実施形態における小型の油圧ショベルの構造を表す左側面図である。図２は
、図１で示された上部旋回体の構造（便宜上、運転席、カウンタウェイト、及び外装カバ
ー等を取り外した状態の構造）を表す左側面図である。図３は、図２で示された左側コン
ソールボックス等を右側後方から見た斜視図である。図４は、本実施形態における油圧シ
ョベルの油圧駆動装置の概要を表す油圧回路図である。なお、油圧ショベルが図１に示す
状態にて運転者が運転席に着座した場合における運転者の前側（図１中左側）、後側（図
１中右側）、左側（図１中紙面に向かって手前側）、右側（図１中紙面に向かって奥側）
を、単に、前側、後側、左側、右側と称する。
【００１９】
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　本実施形態の油圧ショベルは、機械質量６トン未満のミニショベルである。この油圧シ
ョベルは、下部走行体１と、下部走行体１上に旋回可能に設けられた上部旋回体２と、上
部旋回体２の前側にスイングポスト３を介し連結された多関節型の作業装置４とを備えて
いる。
【００２０】
　下部走行体１は、上方から見て略Ｈ字形状のトラックフレーム５を備えている。トラッ
クフレーム５の左側後端には駆動輪６が回転可能に支持され、トラックフレーム５の左側
前端には従動輪（アイドラ）７が回転可能に支持され、これら左側の駆動輪６と左側の従
動輪７とで左側の履帯（クローラ）８が掛けまわされている。そして、左側の走行モータ
９Ａ（図４参照）の駆動によって左側の駆動輪６が回転し、ひいては左側の履帯８が回転
するようになっている。
【００２１】
　図示しないが、同様に、トラックフレーム５の右側後端には駆動輪６が回転可能に支持
され、トラックフレーム５の右側前端には従動輪７が回転可能に支持され、これら右側の
駆動輪６と右側の従動輪７とで右側の履帯８が掛けまわされている。そして、右側の走行
モータ９Ｂ（図４参照）の駆動によって右側の駆動輪６が回転し、ひいては右側の履帯８
が回転するようになっている。
【００２２】
　トラックフレーム５の中央部には旋回輪１０が設けられ、この旋回輪１０を介し上部旋
回体２が旋回可能に設けられている。そして、旋回モータ１１（図４参照）の駆動によっ
て上部旋回体２が左右に旋回するようになっている。
【００２３】
　スイングポスト３は、上部旋回体２の前側に左右方向に回動可能に設けられている。そ
して、スイングシリンダ１２（図４参照）の駆動によってスイングポスト３が左右方向に
回動し、これによって作業装置４が左右方向に回動するようになっている。
【００２４】
　作業装置４は、スイングポスト３に上下方向に回動可能に連結されたブーム１３と、こ
のブーム１３の先端側に上下方向に回動可能に連結されたアーム１４と、このアーム１４
の先端側に上下方向に回動可能に連結されたバケット１５（標準装備のアタッチメント）
と、ブーム１３、アーム１４、及びバケット１５をそれぞれ回動させるブームシリンダ１
６、アームシリンダ１７、及びアタッチメントシリンダ１８とを備えている。なお、バケ
ット１５は、オプション装備のアタッチメントに交換することが可能である。
【００２５】
　上部旋回体２は、その下部基礎構造をなす旋回フレーム１９と、この旋回フレーム１９
上の左側に設けられた運転室フレーム２０と、旋回フレーム１９上の後側に設けられ作業
装置４との釣り合いをとるためのカウンタウェイト２１と、旋回フレーム１９上に搭載さ
れた機器（詳細は後述）の周囲を覆う外装カバー２２とを備えている。運転室フレーム２
０は、運転者の足場となる床部２３と、この床部２３の後側に設けられた台座部２４とを
有している。台座部２４上には運転席２５が設けられている。
【００２６】
　旋回フレーム１９上の後側（詳細には、運転室フレーム２０の台座部２４とカウンタウ
ェイト２１の間）には、エンジン（図示せず）が搭載されている。また、このエンジンに
よって駆動する油圧ポンプ２６（図４参照）及びパイロットポンプ２７（図４参照）が設
けられている。旋回フレーム１９上の右側（詳細には、運転室フレーム２０より右側）に
は、燃料タンク（図示せず）及び作動油タンク（図示せず）が搭載されている。旋回フレ
ーム１９上の左側（詳細には、運転室フレーム２０の床部２３より下側）には、弁ユニッ
ト２８（図２参照）が搭載されている。この弁ユニット２８は、ブーム用方向切換弁２９
、アーム用方向切換弁３０、アタッチメント用方向切換弁３１、旋回用方向切換弁３２、
走行用方向切換弁３３Ａ，３３Ｂ、及びスイング用方向切換弁３４等（図４参照）で構成
されている。
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【００２７】
　運転席２５の左側には、コンソールボックス３５が設けられている。この左側コンソー
ルボックス３５の上側には、十字操作式の作業用レバー３６Ａが設けられている。左側コ
ンソールボックス３５の内部には、作業用レバー３６Ａに接続されたパイロット弁３７Ａ
が設けられている。なお、作業用レバー３６Ａ及びパイロット弁３７Ａは、油圧パイロッ
ト式の作業用操作装置を構成している。
【００２８】
　パイロット弁３７Ａは、作業用レバー３６Ａが前側又は後側に操作された場合に、その
操作量に応じてパイロットポンプ２７（油圧源）からの吐出圧を減圧してパイロット圧を
生成し、生成したパイロット圧をアーム用方向切換弁３０の一方側又は他方側（図４中左
側又は右側）の受圧部に出力する。これにより、アーム用方向切換弁３０が切換えられて
、油圧ポンプ２６からの圧油がアームシリンダ１７のロッド側又はボトム側に供給される
。その結果、アームシリンダ１７が縮短又は伸長して、アーム１４がダンプ又はクラウド
するようになっている。
【００２９】
　また、パイロット弁３７Ａは、作業用レバー３６Ａが左側又は右側に操作された場合に
、その操作量に応じてパイロットポンプ２７からの吐出圧を減圧してパイロット圧を生成
し、生成したパイロット圧を旋回用方向切換弁３２の一方側又は他方側（図４中左側又は
右側）の受圧部に出力する。これにより、旋回用方向切換弁３２が切換えられて、油圧ポ
ンプ２６からの圧油が旋回モータ１１の一方側又は他方側へ供給される。その結果、旋回
モータ１１が一方向又は反対方向に回転して、上部旋回体２が左側又は右側に旋回するよ
うになっている。
【００３０】
　運転席２５の右側には、コンソールボックス（図示せず）が設けられている。この右側
コンソールボックスの上側には、十字操作式の作業用レバー３６Ｂ（図４参照）が設けら
れている。右側コンソールボックスの内部には、作業用レバー３６Ｂに接続されたパイロ
ット弁３７Ｂ（図４参照）が設けられている。なお、作業用レバー３６Ｂ及びパイロット
弁３７Ｂは、油圧パイロット式の作業用操作装置を構成している。
【００３１】
　パイロット弁３７Ｂは、作業用レバー３６Ｂが前側又は後側に操作された場合に、その
操作量に応じてパイロットポンプ２７からの吐出圧を減圧してパイロット圧を生成し、生
成したパイロット圧をブーム用方向切換弁２９の一方側又は他方側（図４中左側又は右側
）の受圧部に出力する。これにより、ブーム用方向切換弁２９が切換えられて、油圧ポン
プ２６からの圧油がブームシリンダ１６のロッド側又はボトム側に供給される。その結果
、ブームシリンダ１６が縮短又は伸長して、ブーム１３が下がる又は上がるようになって
いる。
【００３２】
　また、パイロット弁３７Ｂは、作業用レバー３６Ｂが左側又は右側に操作された場合に
、その操作量に応じてパイロットポンプ２７からの吐出圧を減圧してパイロット圧を生成
し、生成したパイロット圧をアタッチメント用方向切換弁３１の一方側又は他方側（図４
中左側又は右側）の受圧部に出力する。これにより、アタッチメント用方向切換弁３１が
切換えられて、油圧ポンプ２６からの圧油がアタッチメントシリンダ１８のボトム側又は
ロッド側に供給される。その結果、アタッチメントシリンダ１８が伸長又は縮短して、バ
ケット１５がクラウド又はダンプするようになっている。
【００３３】
　左側コンソールボックス３５の前側にはロックレバー３８が設けられており、このロッ
クレバー３８の回動操作に伴い、左側コンソールボックス３５も回動するようになってい
る。詳しく説明すると、左側コンソールボックス３５は、フレーム３９と、このフレーム
３９の周囲に取付けられたカバー４０Ａ，４０Ｂとで構成されている。運転室フレーム２
０の台座部２４の左側には支持部材４１が固定されており、この支持部材４１に軸４２や
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バネを介してフレーム３９が上下方向に回動可能に設けられている。また、支持部材４１
とフレーム３９の間にはピンやバネを介して回動板４３が設けられており、この回動板４
３にロックレバー３８が設けられている。これにより、ロックレバー３８の回動操作に伴
い、左側コンソールボックス３５が回動するようになっている。
【００３４】
　支持部材４１にはロックスイッチ４４が設けられ、回動板４３の下側には当接部４５が
設けられている。また、図４で示すように、パイロットポンプ２７とパイロット弁３７Ａ
，３７Ｂとの間の油路にはロック弁４６が設けられている。そして、例えばロックレバー
３８をロック解除位置（下降位置）に操作すると、当接部４５がロックスイッチ４４に当
接してロックスイッチ４４がＯＮ状態となり、このロックスイッチ４４を介してロック弁
４６のソレノイド部が通電する。これにより、ロック弁４６が図中左側の切換位置に切換
えられて、パイロットポンプ２７とパイロット弁３７Ａ，３７Ｂとの間の油路を連通する
。したがって、作業用レバー３６Ａ，３６Ｂの操作に応じてパイロット弁３７Ａ，３７Ｂ
がパイロット圧を生成可能となる。一方、例えばロックレバー３８をロック位置（上昇位
置）に操作すると、当接部４５がロックスイッチ４４から離脱してロックスイッチ４４が
ＯＦＦとなり、ロック弁４６のソレノイド部が通電されない。これにより、ロック弁４６
が図中右側の中立位置となって、パイロットポンプ２７とパイロット弁３７Ａ，３７Ｂと
の間の油路を遮断する。したがって、作業用レバー３６Ａ，３６Ｂの操作に応じてパイロ
ット弁３７Ａ，３７Ｂがパイロット圧を生成不能となる。したがって、誤操作を防止する
ようになっている。
【００３５】
　運転席２５の前側には、前後方向に操作可能な走行用レバー４７Ａ，４７Ｂが設けられ
ている。そして、左側の走行用レバー４７Ａの操作に応じて走行用方向切換弁３３Ａを切
換える機械式の走行用操作装置４８Ａと、右側の走行用レバー４７Ｂの操作に応じて走行
用方向切換弁３３Ｂを切換える機械式の走行用操作装置４８Ｂとが備えられている。
【００３６】
　詳しく説明すると、旋回フレーム１９上のブラケット４９（図２参照）には、左右方向
に延在する揺動軸（図示せず）が回転可能に支持されている。左側走行用レバー４７Ａの
下端部がパイプ部材５０Ａ（後述の図５参照）に溶接接合されており、このパイプ部材５
０Ａが揺動軸の外周側に回転可能に配置されている。これにより、左側走行用レバー４７
Ａ及びパイプ部材５０Ａが揺動軸に対して回転するようになっている。また、右側走行用
レバー４７Ｂの下端部がパイプ部材５０Ｂ（後述の図５参照）に溶接接合されており、こ
のパイプ部材５０Ｂが揺動軸の外周側に固定されている。これにより、右側走行用レバー
４７Ｂ及びパイプ部材５０Ｂが揺動軸と共に回転するようになっている。
【００３７】
　パイプ部材５０Ａは、図示しないリンク機構を介して走行用方向切換弁３３Ａのスプー
ルに接続されている。そして、左側走行用レバー４７Ａを前側又は後側に操作すると、左
側走行用方向切換弁３３Ａが切換えられて、油圧ポンプ２６からの圧油が左側走行モータ
９Ａの一方側又は他方側へ供給される。その結果、左側走行モータ９Ａが一方向又は反対
方向に回転するようになっている。
【００３８】
　同様に、パイプ部材５０Ｂは、図示しないリンク機構を介して右側走行用方向切換弁３
３Ｂのスプールに接続されている。そして、右側走行用レバー４７Ｂを前側又は後側に操
作すると、右側走行用方向切換弁３３Ｂが切換えられて、油圧ポンプ２６からの圧油が右
側走行モータ９Ｂの一方側又は他方側へ供給される。その結果、右側走行モータ９Ｂが一
方向又は反対方向に回転するようになっている。
【００３９】
　なお、図２及び後述する図５～図８、図１０、図１１では、便宜上示していないが、走
行用レバー４７Ａ，４７Ｂにはペダルがそれぞれ設けられており、走行用レバー４７Ａ，
４７Ｂを手でも足でも操作可能としている。
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【００４０】
　右側走行用レバー４７Ｂの右側足元には、左右方向に操作可能なスイング用ペダル５１
（後述の図５等参照）が設けられている。そして、スイング用ペダル５１の操作に応じて
スイング用方向切換弁３４を切り換える機械式のスイング用操作装置５２が備えられてい
る。
【００４１】
　詳しく説明すると、運転室フレーム２０の床部２３には回動部材５３（後述の図５等参
照）が左右方向に回動可能に設けられ、この回動部材５３の上端側にスイング用ペダル５
１が設けられている。回動部材５３の下端側は、図示しないリンク機構を介してスイング
用方向切換弁３４のスプールに接続されている。そして、スイング用ペダル５１を左側又
は右側に操作すると、スイング用方向切換弁３４が切換えられて、油圧ポンプ２６からの
圧油がスイングシリンダ１２のボトム側又はロッド側へ供給される。その結果、スイング
シリンダ１２が伸長又は縮短して、スイングポスト３が左側又は右側に回動するようにな
っている。
【００４２】
　ここで本実施形態の大きな特徴として、ロックレバー３８の操作に連動して走行用レバ
ー４７Ａ，４７Ｂ及びスイング用ペダル５１と係合・係脱するロック機構５４が設けられ
ている。このロック機構５４について、図５～図８及び上述の図２等を用いて説明する。
【００４３】
　図５及び図６は、本実施形態におけるロック機構５４の構造を表す斜視図であり、図５
がロック解除状態を示し、図６がロック状態を示す。図７は、図５中VII部の部分拡大斜
視図であり、図８は、図６中VIII部の部分拡大斜視図である。
【００４４】
　走行用レバー４７Ａには略Ｌ字状の係合部材５５Ａが設けられ、この係合部材５５Ａに
は左右方向に貫通した係合穴５６Ａが形成されている。同様に、走行用レバー４７Ｂには
略Ｌ字状の係合部材５５Ｂが設けられ、この係合部材５５Ｂには左右方向に貫通した係合
穴５６Ｂが形成されている。スイング用ペダル５１には上下方向に延在する係合部材５５
Ｃが設けられ、この係合部材５５Ｃには左右方向に貫通した係合穴５６Ｃが形成されてい
る。
【００４５】
　運転室フレーム２０の床部２３の下側には複数の支持部５７が設けられており、これら
支持部５７によって可動部材５８が左右方向に移動可能に支持されている。可動部材５８
には、係合穴５６Ａ，５６Ｂ，５６Ｃにそれぞれ係合・係脱する略Ｌの字状の係合ピン５
９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃが設けられている。可動部材５８の一端側（図５～図８中左側）は
、運転室フレーム２０の床部２３に固定されたバネ支持部６０にバネ６１を介して接続さ
れている。このバネ６１は、可動部材５８に右方向の付勢力（すなわち、係合ピンが係合
穴から係脱する方向）への付勢力を付与するようになっている。
【００４６】
　可動部材５８の他端側（図５～図８中右側）にはプッシュプルケーブル６２の一端が接
続され、プッシュプルケーブル６２の他端が連結ピンを介して左側コンソールボックス３
５のフレーム３９（前述の図２参照）に接続されている。すなわち、可動部材５８は、プ
ッシュプルケーブル６２、フレーム３９、及び回動板４３を介してロックレバー３８に接
続されている。なお、プッシュプルケーブル６２は、運転室フレーム２０や旋回フレーム
１９に設けられた複数の支持金具６３によって支持されている。
【００４７】
　そして、ロックレバー３８がロック解除位置（下降位置）に操作された場合に、プッシ
ュプルケーブル６２等を介して可動部材５８が右方向（図５～図８中左方向）に移動し、
係合ピン５９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃが係合穴５６Ａ，５６Ｂ，５６Ｃから係脱する。すなわ
ち、走行用レバー４７Ａ，４７Ｂ及びスイング用ペダル５１から係脱して、走行用レバー
４７Ａ，４７Ｂ及びスイング用ペダル５１を操作可能とする。
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【００４８】
　一方、ロックレバー３８がロック位置（上昇位置）に操作された場合に、プッシュプル
ケーブル６２等を介して可動部材５８が左方向（図５～図８中右方向）に移動し、係合ピ
ン５９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃが係合穴５６Ａ，５６Ｂ，５６Ｃに係合する。すなわち、走行
用レバー４７Ａ，４７Ｂ及びスイング用ペダル５１に係合して、走行用レバー４７Ａ，４
７Ｂ及びスイング用ペダル５１を操作不能とする。
【００４９】
　このように本実施形態においては、ロックレバー３８の操作で、作業用操作装置、走行
用操作装置、及びスイング用操作装置をロックできる。したがって、運転者は、操作が煩
わしいと感じないし、操作忘れを防止することができる。
【００５０】
　本発明の第２の実施形態を、図９～図１１により説明する。なお、本実施形態において
、上記第１の実施形態と同等の部分は同一の符号を付し、適宜、説明を省略する。
【００５１】
　図９は、本実施形態における油圧ショベルの油圧駆動装置の要部構成を表す油圧回路図
である。図１０及び図１１は、本実施形態における油圧ショベルのロック機構の構造を表
す斜視図であり、図１０がロック解除状態を示し、図１１がロック状態を示す。
【００５２】
　本実施形態の油圧ショベルは、弁ユニット２８の一部として、オプション装備のアタッ
チメントに組込まれたアクチュエータ６４への圧油の給排を制御するオプション用方向切
換弁６５を備えている。また、左側走行用レバー４７Ａの左側足元には、左右方向に操作
可能なオプション用ペダル６６が設けられている。そして、オプション用ペダル６６の操
作に応じてオプション用方向切換弁６５を切り換える機械式のオプション用操作装置６７
が備えられている。
【００５３】
　詳しく説明すると、運転室フレーム２０の床部２３には回動部材が左右方向に回動可能
に設けられ、この回動部材の上端側にオプション用ペダル６６が設けられている。回動部
材の下端側は、図示しないリンク機構を介してオプション用方向切換弁６５のスプールに
接続されている。そして、オプション用ペダル６６を左側又は右側に操作すると、オプシ
ョン用方向切換弁６５が切換えられて、油圧ポンプ２６からの圧油がアクチュエータ６４
の一方側又は反対側へ供給される。その結果、アクチュエータ６４が駆動して、アタッチ
メントが動作するようになっている。
【００５４】
　オプション用ペダル６６には上下方向に延在する係合部材５５Ｄが設けられ、この係合
部材５５Ｃには左右方向に貫通した係合穴５６Ｄ（図示せず）が形成されている。可動部
材５８には、係合穴５６Ａ，５６Ｂ，５６Ｃにそれぞれ係合・係脱する略Ｌの字状の係合
ピン５９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃだけでなく、係合穴５６Ｄに係合・係脱する略Ｌの字状の係
合ピン５９Ｄが設けられている。
【００５５】
　そして、ロックレバー３８がロック解除位置（下降位置）に操作された場合に、プッシ
ュプルケーブル６２等を介して可動部材５８が右方向（図１０及び図１１中左方向）に移
動し、係合ピン５９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃ，５９Ｄが係合穴５６Ａ，５６Ｂ，５６Ｃ，５６
Ｄから係脱する。すなわち、走行用レバー４７Ａ，４７Ｂ、スイング用ペダル５１、及び
オプション用ペダル６６から係脱して、走行用レバー４７Ａ，４７Ｂ、スイング用ペダル
５１、及びオプション用ペダル６６を操作可能とする。
【００５６】
　一方、ロックレバー３８がロック位置（上昇位置）に操作された場合に、プッシュプル
ケーブル６２等を介して可動部材５８が左方向（図１０及び図１１中右方向）に移動し、
係合ピン５９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃ，５９Ｄが係合穴５６Ａ，５６Ｂ，５６Ｃ，５９Ｄに係
合する。すなわち、走行用レバー４７Ａ，４７Ｂ、スイング用ペダル５１、及びオプショ
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オプション用ペダル６６を操作不能とする。
【００５７】
　このように本実施形態においては、ロックレバー３８の操作で、作業用操作装置、走行
用操作装置、スイング用操作装置、及びオプション用操作装置をロックできる。したがっ
て、運転者は、操作が煩わしいと感じないし、操作忘れを防止することができる。
【００５８】
　なお、上記第１及び第２の実施形態においては、図５～図８及び図１０、図１１で示す
ように、特許文献２のペダルロック装置を設けているが、設けなくともよい。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　　　　　　　下部走行体
　２　　　　　　　　上部旋回体
　３　　　　　　　　スイングポスト
　９Ａ，９Ｂ　　　　走行モータ
　１１　　　　　　　旋回モータ
　１２　　　　　　　スイングシリンダ
　１３　　　　　　　ブーム
　１４　　　　　　　アーム
　１５　　　　　　　バケット（アタッチメント）
　１６　　　　　　　ブームシリンダ
　１７　　　　　　　アームシリンダ
　１８　　　　　　　アタッチメントシリンダ
　２７　　　　　　　パイロットポンプ
　２９　　　　　　　ブーム用方向切換弁（作業用方向切換弁）
　３０　　　　　　　アーム用方向切換弁（作業用方向切換弁）
　３１　　　　　　　アタッチメント用方向切換弁（作業用方向切換弁）
　３２　　　　　　　旋回用方向切換弁（作業用方向切換弁）
　３３Ａ，３３Ｂ　　走行用方向切換弁
　３４　　　　　　　スイング用方向切換弁
　３６Ａ，３６Ｂ　　作業用レバー
　３７Ａ，３７Ｂ　　パイロット弁
　３８　　　　　　　ロックレバー
　４６　　　　　　　ロック弁
　４７Ａ，４７Ｂ　　走行用レバー
　４８Ａ，４８Ｂ　　走行用操作装置
　５１　　　　　　　スイング用ペダル
　５２　　　　　　　スイング用操作装置
　５４　　　　　　　ロック機構
　５５Ａ～５５Ｄ　　係合部材
　５６Ａ～５６Ｄ　　係合穴
　５８　　　　　　　可動部材
　５９Ａ～５９Ｄ　　係合ピン
　６２　　　　　　　プッシュプルケーブル
　６４　　　　　　　アクチュエータ
　６５　　　　　　　オプション用方向切換弁
　６６　　　　　　　オプション用ペダル
　６７　　　　　　　オプション用操作装置
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